
 

 

 

 令和６年度井手町職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

１．試験実施職種、人員及び受験資格 

職  種 人 員 受    験    資    格 

事 務 職 若干名 

平成５年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた方（令

和６年４月１日現在における年齢が１８歳～３０歳の方）で、学

校教育法による高等学校を卒業した方又はこれと同等程度の学力

を有する方 

技 術 職 若干名 

昭和５３年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた方

（令和６年４月１日現在における年齢が１８歳～４５歳の方）で、

学校教育法による高等学校卒業又はこれと同等程度の学力を有す

る方 

※ ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれかに該当す

る方は、受験できない。 

※ 職員の年齢構成の維持・回復を図るため、今回の職員募集に係る年齢制限については、

上記受験資格のとおりとする。 

 

２．受験申込手続及び申込受付期間 

（１）申込書の交付及び受付は、次のとおり行う。 

申込書交付・受付期間 交付・受付場所 

令和 ６年 ３月２５日（月）から 

令和 ６年 ４月１８日（木）まで 

※ 交付・受付時間は、月曜日から金曜日の午前

8 時 30 分から正午まで、午後 1 時から午後 5

時まで。ただし、土日を除く。 

井手町役場 総務課 

※  総務課にて紙資料も交付するが、原則として井手町役場ＨＰから申込書をダウンロー

ドし、Ａ４両面印刷したものを使用すること。 

井手町役場ＨＰ(http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/soumu/shokuinbosyu/index.html) 

 

（２）申込方法 

以下の必要書類を井手町役場総務課へ持参又は郵送により提出すること。なお、郵送によ

る提出の場合、令和６年４月１８日（木）午後５時必着とする。 

○申込書（必要な事項を記入し、写真（最近６ヶ月以内に撮影した上半身脱帽、縦４ｃｍ、 

横３ｃｍ）を貼付） 

○最終学歴卒業証書の写し又は卒業証明書（卒業見込証明書）の原本 

○返信用封筒（定形２３５ミリ×１２０ミリ以内）１通（受験票の送付に使用するため、

郵便番号、住所及び氏名を明記し、８４円分（特定記録郵便にて送付を希望する場合は

２４４円分）の切手を貼付） 

 

 

 

 

 

  ※ 提出書類の不足、記載事項の記入漏れ及び記入誤り等のないよう、十分に確認してから

郵送すること。提出書類の不備（写真の貼付漏れ及び記載事項の記入漏れ等）がある場合

は、申込を無効とすることがある。 

令 和 ６ 年 度 井 手 町 職 員 採 用 試 験 案 内 

郵送先： 

〒６１０－０３０２ 

京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月８ 

井手町役場 総務課 

（封筒に「採用試験申込書類在中」と朱書きし、「特定記録」郵便で申し込むこと。） 

http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/soumu/shokuinbosyu/index.html


   ※ 受験票が試験の３日前までに届かない場合は、総務課までお問い合わせください。（直

通：０７７４－８２－６１６１） 

３．採用試験 

（１）第１次試験 

   次の日程により実施する。 

職  種 試 験 方 法 実 施 日 時 実 施 場 所 

事 務 職 

・一般教養試験（高卒程度） 

・作文（作文は以後の試験

の資料とする。） 

・適性検査 

令和６年４月２７日（土）

午前８時３０分から受付 

井 手 町 役 場 

２階 大会議室 

・適性検査 

・集団討論 

実施日時及び場所について

は、一般教養試験の合格者

に対して文書で通知する。 

技 術 職 

・一般教養試験（高卒程度） 

・作文（作文は以後の試験

の資料とする。） 

・専門試験（土木） 

令和６年４月２７日（土）

午前８時３０分から受付 

 

 （２）第２次試験 

令和６年５月下旬に、第１次試験合格者に対して個別面接の方法により実施する。 

 

４．試験結果の発表 

  試験のそれぞれの結果に基づき、合格・不合格を決定し、受験者に文書で通知する。 

 

５．採用 

  この試験の合格者は、井手町が作成する採用候補者名簿に登載し、この名簿のうちから採用

の決定を行う。 

   

６．採用予定日  令和６年７月１日 

 

７．給与 

  「職員の給与に関する条例」に基づき、給料その他の手当を支給する。 

  ≪初任給（月額）≫ 

   大学卒 １９６，２００円 高校卒 １６６，６００円（令和６年３月１日現在） 

   なお、上記の金額は、今後改定される場合がある。職歴などがある場合は、その経歴に応

じて加算される場合がある。その他、諸手当がそれぞれの支給条件に応じて支給される。 

 

８．提出書類の取扱い 

  提出書類により町が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には一

切使用しない。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用する。 

  なお、提出書類は返却しない。 

 

【採用試験に関する問い合わせ先】 

       〒610－0302  京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月８番地 

                井手町役場 総務課（採用試験担当） 

              ℡ 0774－82－6161  HP http://www.town.ide.kyoto.jp/ 



 

地方公務員法（抄） 

（欠格条項） 

第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは

選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑

に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 


